
日本の森を育てる木づかい推進緊急対策事業（継続）

【 ， （ ， ） 】平成20年度概算決定額 １６４ ５２０ １８２ ３５２ 千円
事業のポイント

「木づかい運動」を推進し、幅広い層からの地域材の実需に結び付けてい
きます。

さらに、市民や児童の木材に対する親しみや木の文化への理解を深める
ため、多様な関係者が連携・協力しながら、材料としての木材の良さやそ
の利用の意義を学ぶ、木材利用に関する教育活動（木育）を促進します。

・内閣府世論調査（平成19年度）によれば 「木造住宅を選ぶ時に、価格以外であなた、
「国産材が用いられていること」と回答した者がが重視すること」の設問において、

35％と低位。

政策目標
【 木づかい運動」の推進】「

平成23年度までに 「木づかい運動」を象徴するロゴマークである、
「サンキューグリーンスタイルマーク」を、200の企業・団体が取得

【 木育」の促進】「
平成21年度までに「木育」を進めるための実施体制を整備

＜内容＞
１．日本の森を育てる木づかいキャンペーン活動の推進

地域材に対する関心のある層の消費行動を地域材の実需に直結させる働きかけ

や、新規需要につながる無関心層の掘起しを行うためのキャンペーン活動等を、

しまＮＰＯや民間企業等とも連携しつつ、マスコミの活用等により全国的に実施

す。また、 等、企業の実需に企業のニーズに応じた情報提供やアドバイスの実施

つながるキャンペーン活動を下支えする体制整備を実施します。

２．新たな木の文化を創造する木材利用に関する教育「木育」の実践

社会教育及び学校教育における木材利用に関する教育活動を促進するため、文

｢木育｣の進め方の検討 基礎となるプログラム部科学省と連携の上、具体的な 及び

します。さらに、｢木育｣に係る授業及び講座の するを作成 実践できる人材を育成

ための講習会等を開催し など木、「木育」に必要なテキスト（解説書）等の作成

育活動を行う上で必要な体制整備及びこれらの活動の実施に当たり必要な情報提

供を実施します。

また、社会教育や学校教育を通じて、木材利用に係る理解の浸透・深化を図る

ため、都市部と中山間地との県域を越えた広域的な取組を実践するＮＰＯ等団体

に対し、その活動に要する経費の一部を助成します。

定額、１／２＜補助率＞

民間団体＜事業実施主体＞

平成１７年度～２１年度（５年間）＜事業実施期間＞

［担当課：林野庁木材利用課、木材産業課］


